別紙（2）
	

農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱いについて

以下の個人情報の取扱いについてよくお読みになり、その内容に同意する
場合は、申請様式の個人情報の取扱いについての欄にチェック願います。


筑西市は、農業経営改善計画又は青年等就農計画（以下「経営改善計画等」と
いう。）の認定に際して得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び個人情報保護条例等に基づき、適正に管理し、本認
定業務の実施のために利用します。
[bookmark: _GoBack]また、筑西市は、本認定業務のほか、地域計画の作成・見直し、農業委
員会の委員の任命、農業協同組合の理事等の選任その他の経営改善等に資する取
組に活用するため、必要最小限度内で、下記の関係機関へ提供する場合がありま
す。
このほか、農業経営指標に基づく自己チェックの結果についても、フォローア
ップを実施する際のデータとして活用するため、関係機関へ提供する場合があり
ます。
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